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Ⅰ．金融検査の基本的考え方

　　１．金融検査の目的

○　金融機関は私企業、自己責任原則に則った経営基本。
　　
　　○　しかし、

① 金融機関の主たる利用者は、一般企業と異なり、
預金者、借入者等。つまり一般公衆でありその利益

　は適切に保護されなければならない。

②　一金融機関の破綻であっても、連鎖反応により金
　融システム全体に、さらには信用収縮等を通じて実
　体経済全体に重大な影響が及ぶおそれあり。

③　金融機関の資金供給面における機能。
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（つづき）

○　金融機関に対する監督当局の検査は、こうした観点

　から、「銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する

　ため」に行うもの（銀行法第２５条等）。

○　検査に際しては、健全性及び適切性確保の観点か

　らは必ずしも必要のない点にまで調査に及んではい

　ないか、不断に問い直されなければならない。
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　２．金融検査の位置づけ
　
　

　○　金融機関の業務の健全性と適切性は、まず自己責任の徹底と市場規律
の強化によって達成されなければならないもの。

　 ①　金融機関の経営陣には、監査役を含めた内部管理体制を充実させるこ
とにより、自らの責任において、業務の健全性と適切性を確保することが
求められる。

②　会計監査人等には、こうした内部管理体制を前提に、金融機関とは独立
した視点に立って、財務諸表監査を通じて、業務の健全性と適切性が確保
されているか否かについて厳正な外部監査を実施することが求められる。

　　③　さらに、こうした手続きを経て策定された財務諸表、経営方針等の経営
内容は広く開示され、市場を通じた、投資家等による監視（市場規律によ
る監視）を通る。　

〇　監督当局による公的関与〔行政当局によるモニター、規律付け〕は、こうし
た自己責任原則と市場規律による監視だけでは金融システムの安定性確
保等が十分に図れないと判断される場合に、これらを補強するためのもの
と位置づけられる（補強性の原則）。

３



①補強性の原則

〇　金融検査は、自己責任原則に基づく金融機関自身の内部管理と、
会計監査人等による厳正な外部監査を前提としつつ、これらを補強す
るもの。

〇　したがって、当局は、検査を通じて、まず自己責任原則に基づく内
部管理・外部監査が適切に行われるよう、強く促していく必要。

〇　また、検査は、これらの管理・監査が適切に行われることを前提に、
管理・監査体制のプロセス・チェックを中心とした事後監視型チェック
に重点を置くべき。適切な内部管理ができているかどうかについての
説明責任はあくまでも金融機関自身にあり、当局はこれを検証する立
場にある。

〇　金融検査においては、すべてを検査することは、可能でもなければ、
必要でもない。

３．金融検査の基本原則
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②効率性の原則

〇　当局及び金融機関の限られた資源を有効に利用する観点から、金
融検査は、監査機能と十分な連携を保ちながら、効率的・効果的に行
われる必要がある。

〇　検査においては、監査役、会計監査人等と提携し、監査機能の一
層の活用を図るようにすべき。

〇　金融機関において定期的な資産査定を含めた自己管理が行われ
ることを前提に、その実態に応じて検査頻度や検査範囲についてメリ
ハリをつけ、重点的・機動的な検査が実施されるようにしなければなら
ない。
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③実効性の原則

〇　金融検査は、金融機関の業務の健全性と適切性の確保に向けて、
機能を十分に発揮するように、実施されなければならない。

〇　検査部局は、検査において経営の問題点を金融機関に対して的確
に指摘するとともに、それが適時適切な問題点の是正につながるよう、
監督上の措置をとる監督部局と緊密な連携を維持する必要がある。
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Ⅱ．検査体制等

１．金融検査に従事する職員数の推移

　

１０５４人

１０３７人

９７７人

９３１人

６２０人

４００人

合計

５７６人４７８人平成１６年度

５７７人４６０人平成１５年度

５７３人４０４人平成１４年度

５７１人３６０人平成１３年度

４５６人１６４人平成１０年度

２９１人１０９人平成５年度

財務（大蔵）省

財務（支）局

金融（監督）庁

検査局（部）

（注１）金融（監督）庁検査局（部）の平成５年度の人員は大蔵省大臣官房金融検査
　　部の職員数である。
（注２）金融監督に従事する金融庁及び財務局の職員数は、８２７人。検査と監督
　　部門を合計すると、合計1881人（平成16年度）。
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２．検査局の運営体制（１６検査事務年度）

総務課長

調査室長

審査課長

検査指導官

統括検査官（１～５部門）・・・・・・・・主要行部門

検査監理官

市場リスク検査室長

統括検査官（６～８部門）・・・・・・・・外資系部門

統括検査官（９～１２部門）・・・・・・・・地銀部門

統括検査官（１３～１５部門）・・・・・・・保険部門

統括検査官（１６～１８部門）・・・・・・・証券部門

統括検査官（１９部門）・・・・・・・・検査機動部門

（バックオフィス）
（フロントオフィス）

検　査　局　長

統括検査官（２０～２１部門）・・・公的金融部門

審議官

審査企画官

企画調整室長
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Ⅲ．金融機関検査の流れ

検査予告

事前準備

立入検査

検査結果報告

検査結果通知

○　原則予告方式。無予告の場合もある。

○　本店にて検査。支店を検査する場合もある。

○　検査局長以下の検査局幹部に対し行われる。

○　被検査金融機関の代表者に手交。

○　監督部署から被検査金融機関の状況を聴
　取。前回検査の状況、諸報告､ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ
　等の分析。

監
督
局
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等

意見申出（後述）

審　　査 ○　検査結果報告等の適切性をチェックし、検査
　結果通知を作成。

９

情報提供



□　意見申出制度の内容と流れ

金融庁　検査局長

（意見申出受理）

金融機関

（銀行等）

（保険会社）

（証券会社）

・　検査ﾏﾆｭｱﾙに基づく
　検査が対象

　必要に応じ事情を聴取

　

主
任
検
査
官
か
ら
意
見
を
聴
取

原則として検査局長宛

検　査

意見申出

処理結果

・検査結果通　

知書に反映

審　理　会
ﾒﾝﾊﾞｰ：検査局長、審議官、総務課長、

　　　審査課長等検査局幹部で構成

［審理会ﾜｰｷﾝｸﾞ］

ﾒﾝﾊﾞｰ：検査局　監理、指導、審査担当、
　　　会計士、不動産鑑定士等で構成

意見申出
（※主任検査官経由で提出することも可能）
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Ⅳ．検査結果通知後の流れ

法２４条報告
の徴求指示

検査結果通
知書交付

業務改善命令

・・・検査結果通知書の交付日と同日。当
該通知書において指摘された事項につい
ての事実確認、発生原因分析、改善策、
その他をとりまとめた報告書を、１カ月以
内（必要に応じ短縮）に提出することを法
２４条に基づき求める（監督指針）。

・・・自主的な改善努力に委ねたのでは当
該銀行の法令等遵守態勢やリスク管理
態勢の整備に支障をきたすと認められる
場合には、法２６条に基づき業務改善を
求める（監督指針） 。

［検査局］ ［監督局］

法２４条報告
の受理

・・・報告書が提出された段階で銀行から
十分ヒアリングを行う。その際、検査局・審
査担当等も出席（監督指針） 。

［必要と認め
られる場合］
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□ 金融検査の実施状況 (財務局等による検査を含む)

(注) 年度は、検査事務年度で ７月～６月を１事務年度としている。金融機関計には労働金庫、信農･漁連を含む

投資顧問

４５１４５６４３６４７０４５３合　　　計

１０７１１２１１０７４１２０証券会社等　計

３２３２３２２１３２

９１０６５４投資信託

６６７０７２４８８４証券会社

１４１３１６１２２３保険会社

３３０３３１３１０３８４３１０金融機関　計

９５９２１２２５５７信用組合

１２０１１７１９３７４２４４信用金庫

９４９４８２５５５９銀　　　行

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度業　　　態
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